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この解説は， 「検察演習問題（平成30年9月刊） 」を使用して司法修習生を指導

する際の便宜上，指導係検事用として作成したものである。

「検察演習問題」は，検察修習の補助教材として今後継続して使用するものである

ので，指導の効果を上げるという観点から，本解説を司法修習生に閲覧させたり，貸’
I

与したり， コピーを配布したりすることのないよう十分配慮されたい。
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略語表

憲

刑

少

刑訴

規則

警職法

銃刀法

道交法

組織的犯罪処罰法

大判

最判

最大判

最決

最大決

東京高判

東京高決

札幌高函館支判

東京地判

東京地決

浦和地越谷支判

金沢家決

憲法

刑法

少年法

刑事訴訟法 ・

刑事訴訟規則

警察官職務執行法

銃砲刀剣類所持等取締法

道路交通法

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

大審院判決

最高裁判所判決

最高裁判所大法廷判決

最高裁判所決定

最高裁判所大法廷決定

東京高等裁判所判決

東京高等裁判所決定

札幌高等裁判所函館支部判決

東京地方裁判所判決

東京地方裁判所決定

浦和地方裁判所越谷支部判決

金沢家庭裁判所決定
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